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多摩地区の市民の皆様には、日頃、東京三弁護士会多摩地区法律相談センターをご利

用いただきまして、ありがとうございます。

八王子・立川・町田に設けている各法律相談センターは、いずれの相談センターも離婚、

相続、DV 等のご家庭内のご相談から、労働相談、消費者相談、経営に関する相談等様々

なご相談を賜っております。

各相談センターは相談回数制限等もございませんので、悩み事がございましたら、一

人で悩まず、何度でもご相談にお越しいただきご活用いただければ幸いです。

これからも地域の皆様のお力になれる様、様々な取り組みを行っていきたいと考えて

おりますので、ご意見・ご要望等ございましたら、東京三弁護士会多摩支部にお寄せく

ださい。

令和元年度東京三弁護士会多摩地区法律相談センター運営委員会
委員長　草道　倫武
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無戸籍問題
『無戸籍専門相談、いよいよ始まりました』

無戸籍者問題に関する
ワーキンググループ

副座長　中 田 雅 久

日本における無戸籍者
法務省によると、昨年6月時点の無戸籍者数は確認

できている限りで701人とされていますが、これは、

氷山の一角に過ぎないと考えられています。公の調査

は、住民票の取得や児童手当の申請などで窓口を訪

れた人、児童養護施設等を対象とした調査から無戸

籍者の情報を集約する等しかありませんが、無戸籍の

人が自分から役所の窓口に行ったり、必ずしも児童養

護施設がかかわるわけではないからです。

別の見解では、日本全国で、その数は1万人とも言

われています。その根拠は、最高裁が発表する司法統

計で、血縁上の父と法律上の父のギャップがあること

に関係すると思われる調停、裁判が毎年3000件程度あ

り、そのうち、解決できず不成立や取り下げで終了し

ているものが約500件です。それらの人は、そのまま

無戸籍が続くので、20年間で約1万人という計算です。

無戸籍となる原因
そもそも、戸籍は、原則、出生届の提出によって作

られます。出生届を出せない、出さないケースの場合

には、無戸籍になります。

では、なぜ、出生届を出さないのでしょうか。民法

の規定では、離婚してから300日以内に生まれた子は、

前の夫の子どもとされ、戸籍にもそのように記載され

ます。血のつながりと、法律上の父がズレるわけです。

それを嫌って、出生届を出さないケースが一番多く、

95% くらいがそういったケースではないかと言われて

います。様々な理由から、母親が婚姻中や離婚後300

日以内に法律婚のパートナー以外の間の男性との間に

子どもができることは、いくらでも生じ得ます。いわ

ゆる不貞の場合もあれば、離婚後、新しいパートナー

との間の子どもが早産で生まれたという場合もありま

す。前夫による DV 等が絡んでいるケースも少なくあ

りません。血のつながりがないことが分かっている母

親としては、離婚して他人となった前の夫の子どもと

して戸籍に記載されるのは耐え難い、前の夫に子ども

ができたことを知られなくない、消息を知られたくな

いことがあり、その場合、出生届を出せないことにな

るのです。

他に、親が戸籍制度に反対、夫婦別姓で事実婚を選

んでいるが、「嫡出でない子」（※嫡出 = 法律上の夫婦

関係の間の子）と記載されることを嫌うケース、婚外

出産を知られたくない・望まない出産等で出生届を出

さないケース、親に知的障害がある等で制度を知らな

い、貧困で住居が定まっていない等で出生届提出に意

識が行かない、医療費が払えず出産証明がないため出

せないケース等もありますが、いずれにせよ、無戸籍

となる原因は、本人の責任ではありません。

無戸籍者が抱える困難
戸籍が無いことによって、本人は、学校に通えない、

住民サービスを受けられない、婚姻や就職に支障が生

じる等、社会生活上様々な不利益を受けています。

そのような実際上の困難に加え、周囲の誰も自分を

知らないどころか、自分さえ自分が誰なのかわからな

いことから、心理的な側面、アイデンティティの確立

にも困難を抱える場合があります。

弁護士会多摩支部で無戸籍専門法律相談始めました
私たちは、無戸籍問題の解決のためには、民法（親

族法）や家事事件手続法、人事訴訟法、戸籍法、国籍

法の知識が必要となり、法律専門職である弁護士が取

り組むことが求められていると考えています。

根本的な問題解決には、DNA 型鑑定等の医学技術

の進歩を踏まえ、民法の改正が望まれますが（なお、

すでに「離婚後に懐胎したことを証明する医師の作成

した証明書を添付すれば、現在の夫の子どもとして出

生届を受理する」という通達が発出され、問題の一部

は解決されています）、それまでの間は、個別の事案

に関して、弁護士が、法務局での手続きや、裁判手続

きを経て、出生事項記載申出書の提出に至るお手伝い

をすることができます。

すでに、法務省が無戸籍者の実態把握に努めるとと

もに、全国各地の法務局に相談窓口を設け、手続案内

をする等各種の取組が行われており、その一環として、

現在、定期的に無戸籍者問題解消東京地方協議会が

開催され、この問題の対応に当たっています。

弁護士会多摩支部では、昨年11月から、無戸籍専門

法律相談の窓口を設置いたしました。事務局042-548-

1190（平日10時から17時）にお電話いただければ、

無戸籍問題に精通している弁護士が紹介され、各弁護

士の事務所で相談が受けられます。法テラスの基準を

満たす方は相談料も無料です。

どうぞ、積極的にご利用・ご紹介ください。
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弁護士として日々いろいろなところで法律相談をお

受けしていますが、最近、相続のご相談に来られる女

性の方から、こんなお話をうかがうことが増えました。

「今度法律が変わって、『配偶者居住権』というもの

ができたんですよね ! 夫にもしものことがあっても、

タダでこれからも同じ家に住めることが保証されたの

で安心です !!」

このように大変嬉しそうにお話しされる方が結構い

らっしゃるのですが、よくよくお話をうかがってみる

と、どうやら配偶者居住権について、いろいろと誤解

されていることも多いのです。

そこで、このコーナーでは、配偶者居住権について一

般の皆様が誤解しがちなポイントをご説明いたしましょ

う。

そもそも配偶者居住権とは大まかにどういうものか

といいますと、自己所有の建物に夫婦で一緒に暮らし

ていた方が死亡した場合に、その方の配偶者が、その

建物の所有権を取得しないにもかかわらず、引き続き

無償で住み続けることができるという権利（期間は原

則として終身）です。

（なお、夫と妻のいずれの死亡の場合も認められま

すが、実際のご相談では、圧倒的に夫が死亡した場合

のケースが多いため、以下は、夫死亡のケースを前提

に述べていきます。）

例えば、夫が亡くなって、妻と子どもの合計2人が

相続人である場合、法定相続分に従えば、夫の遺産を

妻と子どもが2分の1ずつ取ることになります。遺産が

自宅建物の所有権（2000万円相当）と預金2000万円

しかなく、妻が自宅に住み続けたいのなら、自宅建物

の所有権を妻、預金を子どもが取ると、ちょうど同額

が取得できて一番簡単です。

しかし、そうすると、妻は自宅は確保できても預金

は手に入りませんから、生活費に困ってしまうことが

考えられます。

そのようなとき、妻は、自宅の所有権自体は子ども

に譲ってしまって、自分は自宅に住む権利だけもらえ

れば理想的です。もちろん、子どもに家賃を払って自

宅を借りるという方法もありますが、子どもの相続し

た家をタダで使う権利がもらえればなお嬉しいところ

です。この「子どもの相続した家をタダで使う権利」が、

まさに配偶者居住権なのです。

よくある誤解その1
「配偶者が死亡したら、何もしなくても、自分は
引き続きタダで自宅に暮らす権利がある !」
配偶者居住権について最もよくある誤解がこれで

す。配偶者居住「権」という単語のイメージから、
何も手続きを取らなくても、自動的に自宅に住み続
ける権利が得られる、と思い込んでしまいがちです
が、実は、配偶者居住権は、放っておいても勝手に
転がり込んでくるものではなく、きちんと所定の手
続きを取らなければ手に入りません。例えば、夫の
生前に、妻に配偶者居住権を取得させるという内容
の遺言書を用意しておいてもらうとか、遺産分けの
話し合い（遺産分割協議）の中で、「配偶者居住権
を取得したい !」と意見を述べて合意を取り付ける、
といったそれなりの努力をしなければ実現しないの
です。　

よくある誤解その2
「相続人は配偶者である自分と子どもの合計2人だ
けれど、自分は配偶者だから遺産の2分の1が手に入
る。それに加えて配偶者居住権が手に入るのだから
おトクだわ !」
これは、配偶者居住権が、遺産分割と関係ないか

のように思われていることからくる誤解です。
妻が配偶者居住権、つまり「子どもの相続した家

をタダで使う権利」を取得した場合、この配偶者居
住権は、遺産の一部と考えられます。例えば、自宅
建物の所有権が2000万円相当だとすると、「タダ
で使う権利」だけもらうのであっても、2000万円
のうちのいくらかはもらったことになるのです。（こ
のとき、いくらの財産をもらったことになるのか ?
という計算をするにあたっては、複雑な検討が必要
ですので、ここでは割愛します。）ですから、配偶
者居住権を取得するのであれば、その分、他の遺産
を取得する額は減るということになりますので、「遺
産の総額の2分の1をもらって、それとは別に配偶
者居住権をもらう」という計算にはなりません。

安心 !なの?配偶者居住権 高齢者・障害者の権利に関する委員会

副委員長　湧田有紀子
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東
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た ま
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せいかつ
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護相
そうだん

談」を

おこなっています。生
せいかつ
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ほ ご
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かん

して同
どういつ

一案
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３回
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せいかつ
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ほ ご

護の申
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受理は許
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最
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せいかつ
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ほ
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もと

められることです。具
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う。生
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はじ

ま

よくある誤解その3
「先月夫が亡くなったのですが、配偶者居住権が
できたと聞いて安心しました ! さっそく配偶者居住
権を取得するために遺産分けの協議をします !」
配偶者居住権についてのニュースが一般にもかな

り知れ渡ってきたために、このような意欲を見せる
方もおいでかと思います。しかし、配偶者居住権に
関する規定の施行日は令和2年4月1日となっていま
すので、この日より前に死亡した方の相続について
は、残念ながら配偶者居住権は使えません。

このように、配偶者居住権については、まだまだ正

確な内容が皆さまに理解されているとまでは言えない

ように感じます。

ご自身やご家族について、配偶者居住権の制度がど

の程度役立てられるのか ?…気になるという方は、ど

うぞお気軽に弁護士にご相談下さい。

「生
せい

活
かつ
保
ほ
護
ご
相
そう
談
だん
」をご利

り
用
よう
ください！
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プロジェクトチーム　
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おき



42号 2020年4月（5）多摩地区法律相談センターニュース
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じりつ

立し

た生
せいかつ

活が侵
おか

されない範
はんい

囲での返
へんかん

還を求
もと

めることができ

るというものです。したがって、役
やくしょ

所としては、生
せいかつ

活

保
ほ ご ひ

護費としてすべて使
つか

ってしまって残
のこ

っていないので

あれば、返
へんかん

還を求
もと

めないという処
しょぶん

分をすることも可
かのう

能

であり、少
すく

なくとも、当
とうぜん

然に全
ぜんがく

額の返
へんかん

還を求
もと

めたこと

は、生
せいかつ

活保
ほ ご

護利
りようしゃ

用者の自
じりつ

立した生
せいかつ

活を侵
おか

すもので違
いほう

法

です。

また、次
つぎ

のような事
じあん

案も考
かんが

えられます。親
おやこ

子３人
にん

家
かぞく

族で生
せいかつ

活保
ほ ご

護を受
じゅきゅう

給していたところ、未
みせいねん

成年のお子
こ

さんがご両
りょうしん

親に隠
かく

れてアルバイトをしていることがわ

かりました。ご両
りょうしん

親は、お子
こ

さんがアルバイトをして

いることを知
し

らなかったので、アルバイト代
だい

を収
しゅうにゅう

入

として申
しんこく

告していませんでした。アルバイト代
だい

の存
そんざい

在

に気
き

がついた市
し

は、生
せいかつ

活保
ほごほう

護法に基
もと

づいてお子
こ

さんの

バイト代
だい

全
ぜんがく

額に相
そうとう

当する保
ほ ご ひ

護費の返
へんかん

還を求
もと

めてきま

した。このケースでは、収
しゅうにゅう

入申
しんこく

告漏
も

れがあった以
いじょう

上、

バイト代
だい

全
ぜんがく

額に相
そうとう

当する保
ほ ご ひ

護費の返
へんかん

還をすることはや

むを得
え

ないとも思
おも

われます。しかし、未
みせいねん

成年のお子
こ

さ

んが働
はたら

いていて収
しゅうにゅう

入を得
え

た場
ばあい

合、その全
ぜんがく

額を収
しゅうにゅう

入と

して認
にんてい

定するのではなく、一
いちぶ

部を控
こうじょ

除した金
きんがく

額を認
にんてい

定

することになっています（これを一
いっぱん

般に「未
みせいねんしゃ

成年者

控
こうじょ

除」といいます）。働
はたら

くための動
ど う き づ

機付けとして、

全
ぜんがく

額を収
しゅうにゅう

入としては認
にんてい

定しないわけですね。ですか

ら、全
ぜんがく

額を収
しゅうにゅう

入として認
にんてい

定して、それに相
そうとう

当する額
がく

の

返
へんかん

還を求
もと

めた処
しょぶん

分は、違
いほう

法であるといえます。

●処
しょぶん
分を争

あらそ
う方

ほうほう
法

行
ぎょうせい

政に違
いほう

法・不
ふとう

当な処
しょぶん

分をされた場
ばあい

合には、処
しょぶん

分

をした福
ふくし

祉事
じ む し ょ

務所などに取
とりけし

消を求
もと

める交
こうしょう

渉をしたり、

東
とうきょうと

京都に処
しょぶん

分の取
と

り消
け

しを求
もと

めて審
しんさ

査請
せいきゅう

求を申
もう

し立
た

てることができます。もっとも、これらをするには、

専
せんもんてき

門的な法
ほうりつ

律知
ちしき

識が必
ひつよう

要となり、弁
べんごし

護士による対
たいおう

応が

求
もと

められる場
ばあい

合も少
すく

なくありません。「弁
べ ん ご し

護士に依
いらい

頼

したいけれど、弁
べ ん ご し

護士費
ひよう

用なんてとても払
はら

えない！」

と思
おも

われるかも知
し

れませんが、弁
べんごし

護士費
ひよう

用の援
えんじょ

助を受
う

けられる場
ばあい

合がありますので、ご自
じしん

身で処
しょぶん

分を争
あらそ

うこ

とが難
むずか

しいと感
かん

じた場
ばあい

合は、弁
べんごし

護士への依
いらい

頼をご検
けんとう

討

ください。

●最
さ い ご
後に

生
せいかつ

活保
ほ ご

護は、私
わたし

たち国
こくみん

民の健
けんこう

康で文
ぶんかてき

化的な最
さいてい

低限
げんど

度

の生
せいかつ

活を保
ほしょう

障するために、憲
けんぽう

法25条
じょう

に基
もと

づいて支
しきゅう

給

されるものです。したがって、保
ほ ご

護を受
う

けられる人
ひと

の

申
しんせい

請を受
う

け付
つ

けなかったり、保
ほ ご

護を廃
はいし

止してはならな

いのに廃
はいし

止するなどということは決
けっ

してあってはなり

ません。しかしながら、行
ぎょうせい

政による違
いほう

法・不
ふとう

当な扱
あつか

い

や処
しょぶん

分は少
すく

なからず存
そんざい

在します。ですから、皆
みな

さんが

「保
ほ ご

護を受
う

けられないっていわれたけど、本
ほんとう

当かな？」

とか、「保
ほ ご

護を廃
はいし

止するっていわれたけど納
なっとく

得できな

い！」といったように、行
ぎょうせい

政に納
なっとく

得のいかない対
たいおう

応を

受
う

けた場
ばあい

合は、この「生
せいかつ

活保
ほ ご

護相
そうだん

談」にお気
きがる

軽にご

相
そうだん

談ください。解
かいけつ

決の糸
いとぐち

口が見
み

つかるはずです。

生
せ い

活
か つ

保
ほ

護
ご

法
ほ う

律
り つ

相
そ う

談
だ ん

TEL　042-642-5000
受
うけ

付
つけ

：月
げつ

曜
よう

日
び

～金
きん

曜
よう

日
び

（祭
さい

日
じつ

を除
のぞ

く）
　　　午

ご

前
ぜん

9時
じ

30分
ぷん

～ 12時
じ

　　　午
ご

後
ご

1時
じ

～ 4時
じ
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1　はじめに
2018年の通常国会において、労働基準法等の関係

諸法の改正を内容とした、いわゆる「働き方改革関連

法」が成立し、2019年4月から順次施行されています。

本稿では、重要な改正事項にしぼって、法改正の内

容をごく簡潔に指摘したうえ、労働者側・使用者側双

方にとっての法改正の影響や留意点を概説します。

2　時間外労働の上限規制
（1）法改正の概要

そもそも、原則として日8時間週40時間を超えて

労働をさせることは違法ですが、例外として「36協

定」という労使間の協定を締結した場合には、その

範囲内で残業が許容されます。

もっとも、従来は、「36協定」で定める時間外労

働の上限時間の規制には法的拘束力がなく、しかも

「特別の事情」が生じた場合は、上限なく時間外労

働をさせることが可能でした。

今般の改正では、時間外労働の上限につき、月45

時間、年360時間を原則として（以下、「原則的上

限」といいます。）、臨時に特別の事情がある場合で

も、年720時間、単月100時間未満、複数月平均80

時間が上限であり（以下、「特別条項」といいます。）、

いずれも罰則対象となりました（施行日 : 大企業は

2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日）。

（2）労働者側からみたポイント
「36協定」締結にあたっては、時間外労働の上限が、

原則的上限となるよう交渉すべきですし、特別条項

を入れる場合にも、時間外労働を行わせることがで

きる個別具体的事由の明記と精査をして、法定の上

限ぎりぎりの時間設定（= いわゆる「過労死ライン」）

を許さないようにすべきです。

（3）使用者側からみたポイント
時間外労働の上限に法的拘束力が与えられた以

上、法違反とならないよう、労働時間の正確な把握

が重要です。労働時間はタイムカードや入退館記録、

パソコンのログ記録等客観的な方法で把握するよう

にし、また、労働者のダラダラ残業は放置せず、残

業禁止命令も含めた対応を検討するべきです。

また、細かい点ですが、①月100時間未満・②複

数月平均80時間の規制は法定休日労働を含みます

が、③月45時間、④年720時間の規制は法定休日労

働を含みませんので、正確な管理が重要です。

3　年次有給休暇の時季指定義務
（1）法改正の概要

本来、有給休暇は労働

者が自由に取得（時季指

定）できるのが原則で、

ただそれが事業の正常な

運営を妨げる場合に限

り、使用者がその時季を

変更できる、という規制

でした。

しかし、有給休暇の取得率を高めるため、年10日

以上の有給休暇が付与される労働者については、そ

のうち5日につき、使用者が時季を指定して有給休

暇を与えなければならないことになりました（施行

日：2019年4月1日）。

（2）労働者側からみたポイント
これまで休日としていた年末年始やお盆につい

て、休日を廃止し、年次有給休暇の時季指定に振り

替えているというケースを見聞します。

しかし、就業規則を労働者にとって不利益に変更

するには、高度の合理性が要求されます。上記のよ

うな対応は、単に休日が減っており、不利益変更で

あることは明らかですから、合理性は認めがたく、

労働者の個別同意がない限り無効です。安易に同意

しないようにすべきです。

働き方改革関連法について 労働法制に関するプロジェクトチーム

座　長　松 尾 裕 介
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（3）使用者側からみたポイント
有給休暇につき、時季、日数及び基準日を労働者

ごとに明らかにした管理簿を作成・保存することが

義務化されました。

また、使用者による時季指定の対象者には、取得

時季の意見を聴取した上で時季指定する必要があり

ます（ただし労働者の意見に拘束されるわけではあ

りません）。

従来以上に、個別に有給休暇を管理することが極

めて重要です。

4　同一労働同一賃金の実現に向けた規制
（1）法改正の概要

正社員と非正規社員の待遇差につき、個々の待遇

ごとに、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更

範囲、③その他の事情を考慮して、不合理な待遇差

を設けてはならないことになりました（施行日 : 大

企業は2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日）。

（2）労働者側からみたポイント
従来は、非正規社員だからというだけで、正社員

には支給されている賞与や諸手当が支給されないと

いう例が散見されていましたが、今後は、それぞれ

の待遇につき差を設ける場合には、それに対応した

理由が必要となります。

たとえば、正社

員は全国転勤なの

で住宅手当を支給

するが、非正規社

員は勤務地限定な

のでこれを支給し

ないのは合理的で

すが、正社員には

皆勤手当を支給す

るが、非正規社員にはこれを支給しないというのは、

皆勤を奨励すべきなのは正規非正規とは無関係なの

で不合理です。

また、待遇差につき、労働者からの求めがあった

場合、使用者に説明義務が課されることとなったた

め、これを活用して使用者と待遇差是正のための交

渉を進めていくことが考えられます。

（3）使用者側からみたポイント
不合理な待遇差を設ければ差額分の請求をされる

ことになりますし、上記の説明義務もあるので、労

働条件全体を見渡し、なぜそのような待遇を設けて

いるのか、一つ一つ点検し、就業規則を変更するこ

とが必要です。

なお、正社員の労働条件を切り下げることで待遇

差を解消するのは、個別同意がない限り、合理性を

欠く不利益変更として認められ難いでしょう。

5　おわりに
立川法律相談センターの労働専門相談では、専門性

の高い弁護士が相談を担当しています。労働者側相談は

初回30分以内無料ですので、お気軽にご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以　上

労働問題法律相談
（労働者側は初回無料）

TEL　042-548-7790
労働者側　毎週土曜日（祭日を除く）午前10時～ 12時　　

使用者側　毎週木曜日（祭日を除く）午後1時～ 3時30分




